
満1歳～ 3歳までのお子さんを、誕生日の前々月中に、企画振興
課（役場１階・町長懇談室）までご紹介ください。ただし、申し
込みが多い場合はお断りすることがあります。写真は、対象のお
子さんお一人が写っているものをお持ちください。（☎�6550）

「広報ひの」は、資源保護のため古紙パルプを配合しています。
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●人口  22,251人  （＋10人）
　　男  10,932人  （＋　8人）
　　女  11,319人  （＋　2人）
●世帯  7,899世帯（＋10世帯）
 ※（　　）前月比　
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納期限は

2月2日（月）です。

納税等納税等納税等の
・固定資産税　　　　　　　　　　　　４期分
・国民健康保険税（普通徴収）　　　　８期分
・介護保険料（普通徴収）　　　　　　８期分
・後期高齢者医療保険料（普通徴収）　７期分

各種公共料金の
納付もお忘れなく。

■お詫びと訂正　2014年12月号（№653）裏表紙に掲載しました12月の納税等の納期限が誤っておりました。
　　　　　　　　正しくは１月５日（月）です。 お詫びして訂正させていただきます。

ちょっとひとこと
　新年明けましておめでとうござ
います。
　今年はひつじ年。広報でもひつ
じのように、ふんわりあったかい
ニュースをたくさんお届けしてい
きたいと思っています。
　今年も１年間、広報ひのをどう
ぞよろしくお願いします。 き

東近江行政組合消防
本部からのお知らせ

　音声や言語による１１９番通報が困難な
方を対象として、携帯電話やパソコン等
のインターネット接続サービスを利用し
て災害の発生を通報することができるシ
ステムが運用されています。例えば…
・体の具合が悪いので救急車を呼びたい
・火災を発見したので消防車を呼びたい
◆ご利用の対象となる方
　東近江消防本部管内に居住されてい
る方で、音声や言語による意思疎通を図
ることが難しい方
◆通報の受付地域
　東近江行政組合消防本部管内で発生
した緊急事態の通報に対応します。
◆ご利用手続き
　このサービスをご利用いただくために
は、事前の利用者登録が必要となります。
　利用案内や申込書は管内の各消防署、
出張所、役場福祉課にあります。また、
東近江行政組合のホームページからダウ
ンロードしていただくこともできます。
　必要書類は、東近江行政組合消防本
部指令課または役場福祉課に直接ご提
出いただくか、郵送により申請いただく
こともできます。

◆問い合わせ先
　東近江行政組合消防本部　指令課
　☎㉒7605　Fax ㉓0119
　福祉課　福祉担当　☎526573

東近江消防“WEB119”
が運用されています！

来春採用の日野町職員募集
区　　 分 一般事務職（初級）〔身体障害者手帳所持者対象〕
採用予定人数 １名

受 験 資 格
年 齢 等

昭和54年4月2日から平成9年4月1日までに生まれた方で、身体障害
者手帳（1 ～ 6級）所持者で、次のいずれにも該当する方。
・自力による通勤ができ、介護者なしに職務遂行が可能な方
・活字印刷文による試験に対応できる方
・介護・介助者なしに受験可能な方
次のいずれかに該当する方は、受験できません。
・成年被後見人および被保佐人
・禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでまたはその執行を受

けることがなくなるまでの者
・日野町職員として懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経

過しない者
・日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法またはその下に成立し

た政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、
またはこれに加入した者

受 付 期 間 1 月 5 日（月）～ 1 月 23 日（金）
第１次試験
日程・方法

2 月 8 日（日）
教養試験

最 終 結 果 2 月下旬
そ の 他 第１次試験合格者は、第２次試験（作文・面接等）を実施します。

◆申し込み・問い合わせ　総務課　総務担当　☎�6500
※ホームページにも掲載しています。URL http://www.town.shiga-hino.lg.jp/
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